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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年６月１５日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　１時３２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘 　 　 豊  委　　員 山 崎 雅 数 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

産業振興課長　鈴木康之

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

障害福祉課長　吉田量治 健康推進課参事　前野さゆみ

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第３７号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案第４６号　摂津市民文化ホール条例の一部を改正する条例制定の件

議案第４７号　摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３８号　平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第３９号　平成２２年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算（第１号）

議案第４９号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第４８号　摂津市立休日応急診療所条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうはあいにくの梅雨空でございま

すが、足元の悪い中、また何かと忙しい

中、民生常任委員会をお持ちいただきま

して、大変ご苦労さまでございます。

　本日の案件は、平成２２年度摂津市一

般会計補正予算（第１号）所管分のほか

６件についてでございます。何とぞ慎重

審査の上、ご可決賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、上村委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第３７号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、補正に対する質

問をさせていただきます。

　まず、歳出のほうで、地域人材育成業

務委託料です。緊急雇用創出事業にかか

わるというようなことで、国の政策で持っ

てこられたと思っているんですけれども、

これを決めてこられたというか、中身の

ほうも説明をいただきたいんですけれど

も、この経過というか、それも含めてご

説明をいただきたいと思います。

　こういう対策事業におけるメニューと

いいますか、こういうことに使ってもら

えたらということで、国から指導が来て

いるという中で、今、決定をされてきた

条件というか、どういう状態で決められ

たのか、いろんな条件というか、細かく

使い道というか、制限もあるかと思いま

すけれども、詳細の説明をお願いいたし

ます。

　今、いろんな役所なんかで、市民から

どう見られているかというところで、役

所が勝手に決めたということを言われる

と非常に大変だと思いますので、何が一

番求められているかということで、この

事業決定をしたという中身ですね、透明

性を高めたということが必要だと思って

おりますので、お願いをいたします。

　次に、発達障害児地域療育システム整

備事業補助金、これも同じように何に使

えば有効かということをどう検討された

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　さきの地域人材育成業務委託料のよう

に、これを外部に委託するということで

はないのかと思うんですけれども、外部

に委託するということになれば便宜を図っ

たというような痛くない腹を探られない

かと思って、最初の質問をさせてもらっ

たんですけれども、逆に役所側ですると

いうことでも、これ自分のところで回し

たというような言われ方もしますから、

難しい時代なんですが、説明をしっかり

するべきだと思いますので、ご検討の内

容をお聞かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。
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○鈴木産業振興課長　それでは、地域人

材育成事業の取り組みの経過等の流れに

ついて、ご報告させていただきます。

　地域人材育成事業は、国の緊急雇用の

創出事業の一環でございまして、２１年

度二次補正により、７５０億円が計上さ

れ、１年以下の雇用を生み出しながら、

地域のニーズに合った人材を育成しつつ、

継続的に雇用に結びつける１０分の１０

の補助事業でございます。

　事業のメニューにつきましては、介護、

医療、観光、環境エネルギー、地域社会

雇用、農林水産の大きな６分野となって

おります。

　一例で申し上げますと、介護の職場の

介護福祉士、ヘルパー２級等の養成だと

か、医療事務の関係の補助員、また、野

菜等の栽培に従事する農業の担い手の育

成など、また、観光事業を推進するため

の観光ガイドの養成等、いろんなメニュー

がございます。

　本市におきましては、生活環境部とし

まして、担当課では環境、または観光、

農業に関するセクションでございます。

それらに関する部門におきまして、長期

雇用に結びつける体力や規模を持った市

内事業者の有無、また単純な労働として

の雇用ではなく、今後、摂津市に求めら

れる人材を育成していく事業でございま

すので、その観点から、産業振興課とし

ましては、観光という部分のセクション

を選択させていただきました。

　ただ、本市の地域資源を見ますと、一

般的には史跡・名跡等の観光資源は非常

に少なく、市内の特性をかんがみますと、

市内中小企業には、物づくり企業がたく

さんございます。このように集積してい

る現状や中央環状線道路や高速道路のア

クセスが非常によいことから、産業のま

ちとして事業所を観光資源の一つとして

見まして、今後取り組みをしていきたい

と考えております。

　本市では、産業のツーリズムとしまし

て、生産現場や生産の製造品、またはそ

れに対する見学、または体験を通じて、

物づくりに触れる人的交流を促しながら、

地域の新たなビジネスの創設や企業交流

によって、ビジネスチャンスをつかんで

いただき、商工業の活性化を長期的に図っ

ていくようにしていきたいと考えまして、

ご提案させていただいております。

　また、二つ目の事業にかかわる透明性

につきましてのご質問ですけれども、ま

ず、この事業につきましては、骨子等に

つきましては、当課のほうで、また大阪

府とハローワークを含めまして、事業内

容を検討し、既に府のヒアリング等は終

了しております。

　また、透明性につきましては、この事

業は、市内中小企業の育成の観点から、

市内事業者にお願いしたいと基本的には

考えております。ですから、この議会で

ご承認をいただいた後につきましては、

仕様書をつくりまして、市内事業所にこ

ういう事業の取り組みができそうな交通

用具を持った事業所、または、企画がで

きる旅行業者等に仕様書をお送りしまし

て、その中で提案いただく企業の中から、

事業内容の総合的な判断、長期雇用は可

能か、研修の内容は充実しているのか等

を見まして、プロポーザル的な方式で決

定をしていきたいと考えております。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、発達障

害児の地域療育システムの整備事業につ

いて、ご説明申し上げます。

　この事業は、大阪府が整備を進めてい

る事業でございまして、発達障害の早期

発見、早期療育は、子どもの発達支援の

観点から極めて重要であり、より身近な
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市町村において、気になる段階から専門

的なサポートを受けられる仕組みをつく

るということで、保護者の不安を解消す

るという目的の事業でございます。

　既に、大阪府下、６０人定員のところ

は６か所、この近隣でしたら、高槻市、

箕面市、枚方市などがございますが、や

はりそれでも待機者の方が非常に多いと

いうことで、大阪府のほうが少し定員の

規模を少なくして、３０人の定員でとい

うことで、今年度から事業のほうを進め

られるということで、６か所検討されて

いるという中で、この摂津市の場合も、

摂津市社会福祉事業団に委託予定をして

おります。委託先は障害児童センターな

んですけれども、この発達障害の特徴で

あります未就学児の、早くからの支援と

いうことは取り組んでいる現状はござい

ますし、その中で、具体的にこの発達障

害児の療育システムの事業の内容になり

ます、乳幼児の健診後の発達障害への、

発達が気になる子どもさんへの支援の専

門的な療育というのは、既に障害児童セ

ンターで今までもしていた現状ですけれ

ども、さらに、発達障害を専門にして進

めていくということで、事業のほうを進

める検討をしております。

　具体的には、障害児童センターの中に

ある児童デイサービス、通称めばえと呼

ばれているところに、事業を委託して、

障害児童センターのサービスのさらなる

上乗せ、専門性ということを生かして、

事業を実施する予定をしております。

　スタッフといたしまして、今回、補正

予算を上げさせていただいています作業

療法士、そういう専門の支援していただ

ける方の人件費ということで、今回、予

算のほうを上げさせていただいておりま

して、事業の中身の定員としましては、

３０人定員で１人当たり月２回程度の支

援の実施の内容になっております。

　ちなみに、児童デイサービスは平成２

２年度は登録者１１３名になっておりま

して、実際、去年度の実績ですと、１，

４８０人の方。そのうち未就学児は７４．

５パーセントの方が利用を受けている現

状でございますので、十分支援していけ

ることができるのではないのかなという

ふうに思っております。

　児童デイサービスを市内でやっている

ところが、障害児童センターしかござい

ませんので、委託先はそちらのほうでと

いうふうに考えております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　これからのプロポーザ

ル方式でもとってということですので、

決定ということではないんでしょうけれ

ども、今、人材育成、雇用対策を立てる

というのは非常にいいんですけれども、

雇用につなげていくというところでしっ

かり進めてもらいたいと思うんですが、

今、本当に雇用情勢というと、資格をた

くさん持っていても、入れないというか、

仕事にありつけないというところがいっ

ぱいありますので、これ一般質問でやろ

うかなと思っているんですけれども、こ

ういった環境というのを、摂津市の努力

も必要ですけれども、やっぱり市内の業

者さんなんかにもぜひご協力をお願いで

きればなと思ったりはしているんですが、

先ほど言われたように、いろんなメニュー

もあって、中小企業もたくさん存在する

ということもお答えいただきました。

　そこで、この分野で幾つかのというよ

うな話になって、さきに骨子を出さない

わけにはいかんでしょうけれども、何で

こうなったかなというか、ほかにももっ

と人材育成というのはこんな分野で手が

足らんとかというようなところがあった

んではないかとかいうような話が、もう
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ちょっと前にできたらなと思っておりま

すので、またその辺、やっぱりスピード

というかね、時期的なものもありますか

ら、いつまでも検討するわけにもいかん

でしょうけれども、またそういった検討

の仕方というのも、考え方を検討してい

ただけたらなと思いますので、またその

辺のお考えをお聞きしたいと思います。

　発達障害児のほうは、確かに非常に見

つけるのが難しい分野で、うちの娘も点

頭てんかんというのが、どうもおかしい

なと首をかしげながら診断に１か月かかっ

ています、こうだというふうに結論が出

るまでにね。だから、本当に子育てとい

うのは大概初めての方とかね、２番目、

３番目でも本当に経験のない方というの

が非常に多いですから、ぜひ早期の発見

で対処ができればいいと思いますので、

ぜひともよろしくお願いいたしたいと思

います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、なぜこ

のようなメニューになったのかについて、

ご答弁をさせていただきます。

　先ほど六つのメニューがあると答弁を

させてもらいましたが、本市におきまし

ても、介護保険施設等はたくさんござい

ます。緊急雇用の人材育成事業として、

資格のヘルパー２級であるとか、介護福

祉士等の事業の養成ができないかどうか

も一定検討もさせていただきました。

　これにつきましては、大阪府が別枠で

府下で２４億円の費用をかけ、９６０人

の人材育成をする事業が別枠で実施され

ます。また、市内事業所にも一定リサー

チをさせていただきましたが、施設単独

では人を育てながら、ちょっと取り組む

のはなかなか今現状ではしんどいという

ご回答もいただき、その事業については、

難しい状況であるという形で、メニュー

から外させていただきました。

　いろいろな状況を考えながら、今回、

ジャンル的には観光になりますけれども、

最終的には市内の事業所の活性化を踏ま

えまして、産業ツーリズムとして、市内

事業者の発掘、または情報発信、または

活性化につながる市外からの訪問者の増

加を目指します。長く行っていく事業で

すので、すぐに即効性が出るわけではな

いですけれども、民活の力を利用しなが

ら、取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　先ほども委員会が始ま

る前に話題になってましたけれども、サッ

カーのワールドカップで、本田選手が活

躍をしたというようなことで、摂津市も

そういう意味で注目を集めて、それこそ

活性化ができるような、仕事につなげて

いただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、地域人材

育成事業の中身についてですけれども、

ただいまご説明をいただきましたけれど

も、もう少し詳しく、現状でお考えになっ

ておられるような事案をお示しをいただ

けたらありがたいかなと思います。

　事業所を定めて、その観光を一応選択

をしていく方向でということで、お話が

ありましたけれども、方向性として、ど

のような形で、どれくらいの対象人数を

どういう形でというふうに雇用を促進し

ていく、推進していくということで進め

ておられるのかをお聞かせをいただきた

いと思いますし、あわせて、それに対し

て、本市として、またどのようなバック

アップができるような体制の取り組みを

されていくのか、お聞かせをいただきた
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いと思いますので、お願いいたします。

　もう１点は、発達障害児の地域療育シ

ステム整備事業のほうですけれども、今

もご説明をいただきましたけれども、児

童デイサービスのさらなる専門性を図る

というようなご答弁だったと思いますが、

そのさらなる専門性というのを具体的に

わかる範囲で結構ですので、どういった

ことを、またどういった点をこのように

進めていく、専門的に行っていくという

ようなこと、具体的にお聞かせいただけ

ればと思いますので、お願いいたします。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　現在、児童デイサー

ビスのほうでしている内容に、さらなる

発達障害に向けてということなんですけ

れども、発達障害に関しましては、特に、

小児期に関しての認知や行動・運動、社

会的技能の獲得の障害ということで、低

年齢でそういうふうな状況が見られると

いうふうに考えられております。

　ただ、現状でいたしますと、なかなか

その気づきに関しての重要性というのが、

やっと認識されてきておる状況でして、

実際に具体的なお話をさせていただきま

すと、言語的な、そういう言葉での指示

ではなくて、どちらかといえば、視覚的

な指示なり、あと本人がなかなか先の見

通しというか、手順が飲み込みにくいと

きには、順番に、例えば、一つの例なん

ですけれども、雨のときに外へ出ないた

めに、ちょうど運動靴のところに、傘の

マークを書いて、外へ出れないですよと

書くということで、「あっ、雨のときに

は外に出たらだめなんだな」という、そ

ういう行動療法的な実際のそういう支援

とか、具体的にもう少し未就学児になり

ますので、支援の内容に関しては、その

子どもさんに合った個別な支援というこ

とになってくるかとは思うんですけれど

も、そういうことより、専門の方がして

いくということで、ご本人なり、あと保

護者の方が、どのようにしてかかわるの

かということが、受け入れしていける段

階をつくっていけるというのを、この事

業で進めていけるのではないかなという

ふうに思っている次第でございます。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず、今回の育成

事業内容につきましては、まず産業ツー

リズムとしてプラン等が作成できる、ツ

アーコンダクター的な能力の養成、また、

ガイドとしての知識の習得、また、摂津

市内の産業の発掘にかかわりますので、

地理や行政の熟知、また、中小企業のす

ぐれた技術や技能の把握、また人の移動

手段としての小回りの利く物はバスにな

ろうかと思いますけれども、そういうマ

イクロバス等の運転ができる技能など、

オールマイティーな人材を育成しようと

いう形で考えております。

　さらに、今回につきましては、研修は

最長８か月、雇用の養成人員は４人。職

場内研修といいますのは、事業所のほう

で日々の業務に携わっていただく実地研

修です。また、職場外研修としまして、

教習場での普通免許所持者が大型二種免

許を取得できるための教習場での研修等

です。

　また、市役所のかかわりの部分につき

ましては、市役所では人の移動等、特に

そういう人権、まちづくり、障害者の方

の移送の方法等、産業の振興のセクショ

ンの部門、また、介護、年金、環境も含

め、知識習得のため、各課のほうに約１

時間程度の講座を実施していただくなど

して、その４人の方に民間の講座以外に

行政もかかわりながら、情報を提供し、

育成をして参ります。また、その４人の

方は勤務と研修と外部研修の合間を利用
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していただいて、行政のボランティアに

も参画し、よりよい人材に育てたいとい

う形で考えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　ありがとうございま

す。

　発達障害のほうですけれども、現状さ

れていることをさらにもう少し工夫を凝

らして、進めていきたいというふうなこ

とで、専門性といっても幅広い個々の児

童に対して、対応していかなければなら

ないので、非常に難しい問題もあるだろ

うと思いますし、私も以前、発達障害の

子どもたちに対する対応とか、その気づ

きの点なんかで、やっぱり認識を深める

ようにというのを一般質問でさせていた

だいたこともありまして、そのときにや

はり大変な、やっぱりその状態の中で、

子どもたちをしっかりと社会性をできる

だけ持っていけるような方向にと導いて

いくというような事業ですので、非常に

ある意味、責任の重い。また、子どもた

ちの未来、また家族の皆さんのさまざま

な形でのケアについて、責任が非常に大

きな、また、使命も大きな業務ではない

かなと思っておりますけれども、この場

合、今、専門性を図るという点ではあら

かた答弁をいただいたんですけれども、

まださらにもっと具体的な細かいことが

たくさんあると思うんですけれども、そ

ういった点についても、どこかの場面で

やはりこういった発達障害児の地域療育

システムのこの整備事業の中で、こうい

うふうなことをさらに進めましたよとい

うようなことを、しっかりと周知してい

ただけるようなケアがあれば、ありがた

いなというふうに思っておりますし、本

市として、こういったことにきちんと力

を入れて、取り組んでいるということも、

また市民の皆さんにご理解をいただける

ようにお示しをいただきたいなというふ

うに思っております。

　さらに、今１点だけもう一度お聞かせ

をいただきたいんですけれども、保護者

の方々がそういった気づきの認識という

のが、一般的にも、まだまだということ

ですので、それについて、受け入れられ

るような形で進めていきたいというよう

なご答弁がありましたので，具体的にど

ういった手法を持って、その周知、ある

いはその認識を深めていただけるように

考えておられるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。

　あと地域人材育成事業のほうですけれ

ども、細かく内容等についてお聞かせを

いただきましたので、理解できましたけ

れども、１点、先ほど質問させていただ

いた中に、事業所を定めて、観光を選択

して、進めていくという中身については、

お聞かせをいただいたと思うんですけれ

ども、せっかくその地域の人材を育成す

るための事業の取り組みをして、行って

いただきましても、市内の観光を中心と

したということで、そこら辺は含みがあ

ると思うんですけれども、摂津市自体が

たくさんその観光名所があるかというと、

なかなかこれ難しい問題で、また、物づ

くりといっても、一部のエリアに集中し

ているところもありまして、この商工業

の摂津市の物づくりの長期化を図ってい

くとか、そういったことに対する取り組

みの一環として行われるのでしたら、行

政側として、何らかの形でバックアップ

といいますか、実際的に観光ができるよ

うな状況をしっかりと支えて、つくって

いくというような、また、今あるものを

しっかりと磨き上げて、観光の対象とな

り得るような形に整えていくというよう

なことも必要ではないかと思いますので、

そういった点については、どのような方
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向性を考えておられるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。お願いします。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、保護者

への対応についてということで、ご答弁

させていただきます。

　摂津市社会福祉事業団の場合でしたら、

障害児童センターのほうの児童デイサー

ビスに関しましては、直接申し込まれる

方もおられるんですけれども、家庭児童

相談室のほうからの紹介ということで、

児童デイサービスのほうをご利用される

方もたくさんおられまして、その中で、

実際に障害児童センターの職員のほうも

今回この発達障害に関しての去年度、一

年間研修を受けて、保護者への支援もし

ているんですけれども、それと同時に、

家庭児童相談室のほうと連携しながら、

保護者への支援ということも現状として、

摂津市社会福祉事業団の場合はさせてい

ただいて、市全体として、この発達障害

の方の早期の療育のシステムを整備して

いけるのではないのかなというふうに考

えている現状でございます。

　具体的には、この事業の中にも保護者

指導の時間をとるようにとか、具体的に

やはり保護者の方が家庭でのかかわりの

仕方も含めての相談なり、保護者のグルー

プづくりとかということも一定検討課題

にあるということですので、具体的にこ

の事業を通じて、そういうことも考えて

いく必要があるのかなというふうには思っ

ております。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、今後の

方向性を踏まえたご答弁をさせていただ

きたいと思います。

　まず、この地域人材育成事業は、２３

年３月末で委託育成期間は終了いたしま

す。その後におきましては、できるだけ

その事業所で、その方を雇用していただ

くとともに、行政との連携を保ちつつ、

地域の資源となり得る市内の事業所の情

報の収集に努めてもらうとともに、準備

が整いましたら、摂津市産業ツーリズム

として、企画をしていただく流れを考え

ております。

　ただ、これはあくまでの事業所で勤務

をしながら、勤務は当然その事業所での

通常の業務をしていただきますので、専

任でこの産業ツーリズムに特化してもら

うわけではなく、合間にプランを立てて

いただいて、皆さん協働で企画していた

だきます。実施におきましては、産業振

興課はもちろん、商工会等と検討してい

く会合等を設けながら、進めたいと考え

ております。

　長期展望の取り組みになりますが、こ

の補助事業は平成２２年度限りのため、

１，４３２万２，０００円を計上させて

いただいておりますが、平成２３年以降

の予算計上はございません。また、市内

事業所の活性化に資する事業ですので、

現在、産業振興課で予算計上しておりま

す市独自の商工業活性化補助金等の支援

を考えて、長く地道な活動として取り組

んでまいりたいと考えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　ありがとうございま

した。

　発達障害児の療育システムのほうにつ

きましては、やはり今お答えをいただき

ましたように、保護者の指導、グループ

づくり等を行っていきたいという方向で

お考えであるというふうにお聞きしまし

たけれども、まずその今、家庭児童相談

室なんかでも聞いておられるとか、申し

込みをされているとかという、ご答弁の

中にもありましたけれども、スタートが

どこへ行っていいかわからない。なかな
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か自分の子どもさんが発達障害なのでは

ないかなと気づくことも大変難しいとい

うのが現状であると思いますので、やっ

ぱり周知というのが非常に大切ではない

かなというふうに思います。

　さまざまな形で機関誌やそういう物を

出されて、行政として、全体としまして

出されておると思いますけれども、合間、

合間にきちっと広報紙などで、一面の目

につくところで、摂津市は発達障害児の

皆さんのために、またご家族の皆さんの

ために、こういう形でケアをしています

よと。もしもご相談があれば、また不安

なこと等がありましたら、こちらのほう

にまずご相談をくださいというような周

知をしっかりと全面に出して、やっぱり

やっていただくことが大切ではないかな

というふうに思います。

　なかなかこういった発達障害児のお子

様を抱えていらっしゃるご家庭の保護者

の方にお聞きをすることがありますけれ

ども、まずスタート地点でもう少し早け

ればとか、対応の仕方、子どもに対する

対処の仕方がきちんと自分で認識ができ

ていればというような後悔を、やはり口

にされる方も多いですので、きちんと事

業として単に進めているというのではな

くて、やっぱり摂津市としてこういう形

でやっておりますのでと、しっかりと手

を広げて、来てくださいというようなはっ

きりとした意思表示ができるように、今

後ともしっかりと周知に対しても、取り

組みを続けていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　また、地域人材育成事業のほうですけ

れども、お答えをいただきました。今年

度限りということですので、その後につ

いては、商工業活性化補助金等を活用し

てということでご答弁をいただいており

ますけれども、なかなかお勤めをしなが

らということ、合間にということで、ツー

リズム企画にも参加ということでござい

ました。

　４名の皆さん、雇用を計画していると

いうことを、先ほどお聞かせをいただい

たんですけれども、なかなかここへ商工

会も入られて、産業振興課も参加をされ

てということになりましても、そこでな

かなか具体的に大きく摂津市全体を見回

して８か月間の研修で、画期的な案が出

ることには期待をしますけれども、やは

りそれだけで長期的な展望というのは、

なかなか編み出しにくいのではないかな

というふうにも考えられます。

　たくさんの応募があって、その中から

選ばれた方ですので、やはり期待をする

人材であることには間違いないだろうと

は思いますけれども、やはりいかんせん

４名の方々が、やはり取り組みをされる

ということで、研修期間も８か月間で、

さまざまなことを一遍に吸収をしてとい

うことで、本来のこちらの希望どおりの

結果が出せるかということについては、

非常に大きな課題になってくるのではな

いかなというふうに思います。

　市で活性化補助金を活用して、その後

もこういった取り組みを続けていきたい

というふうにお答えをいただいておりま

す。それは大変結構なことですけれども、

行政側としてもう少し商工会と協力を依

頼して、連携して、積極的な何か８か月

間の研修の間を活用して、受け皿として

きちっとこういうものがスタート地点あ

りますよというものを、やっぱりお示し

をしていただけることが望まれるのでは

ないかなというふうに思いますし、摂津

市の商業の活性化条例も出された中で、

やっぱり市内の事業はその活性化してい

るか、なかなか難しい社会情勢の中で苦

労されている方が非常に多いという現状
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が現実にありますので、やはり取り組み

についても、一つの事業の中で、この取

り組みをしますということではなくって、

全体の産業振興の流れの中で、この事業

もその一環ですというような視点をやは

り持っていただけたらなというふうに思

います。

　市内のその産業の活性化ということに

ついては、もう非常に大きな課題で、今、

社会全体としてもそれが大きく注目を集

めているところでもありますので、そう

いったことについて、今後、産業振興課

として、どのような形で取り組みをされ

ているのか、最後にお聞かせをいただき

たいと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　この人材育成事業

につきましては、８か月間の研修後、勤

務しながら、また市のいろいろな事業と

しまして今考えておりますのは、市のほ

うでいろいろな策定委員等の委員会が各

種ございます。また、そういう部分でも

当然研修期間中、習得していただいた市

の事業、例えば、先ほど申し上げた障害

者、まちづくり、産業振興、介護、年金、

環境等の講座も設けますので、そういう

勉強をしていただいた方、また、市内事

業所の現状も把握していただいている方

として、いろいろな形でオブザーバーと

して意見をいただく形でかかわっていた

だきたいという形で考えております。

　また、この事業につきましては、研修

中に何かと、ご意見もありましたが、な

かなか研修中に一つのものをというとな

かなか難しいかと思っています。現状と

しましては、当然研修中の月々の月報、

８か月の終了時には論文等の提出をいた

だいて、一定プランを４人の方で持ち寄っ

た中で、商工会とか産業振興課がかかわ

りながら、継続的に支援しながら、この

事業は地域工業の底上げとともに、底上

げができれば、それは間接的に商業への

波及にも結びつくものではないかと考え

ております。

　例えば、旅行一つ企画をしましても、

市内事業所の見学会等が催されましたら、

当然お昼時間が来ます。そういうときの

昼食をどうするかといいますと、市内の

事業所のお弁当屋さんとか、出前のでき

るところにお願いするとか、いろんな波

及効果も期待できますので、確かに大き

な事業という形で花火を上げることはで

きませんけれども、長期の視点に立ち、

地道に工業等の底上げを図りながら、商

業の活性化条例も制定しておりますので、

そこに結びつけていきたいという形で考

えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　今、お答えをいただ

きましたけれども、この８か月間の研修

の中で何かというのは、ちょっと取り違

えておられたのではないかと思いますが、

ご本人たちの、研修を受けられる方じゃ

なくて、産業振興課のほうとして、その

研修が終わられた後に受け皿を用意する

ことはできませんかという、何らかの形

でその準備を整えることはできませんか

ということをお聞かせをいただきたかっ

たので、今ご答弁は中身が違っていると

思います。

　今の件につきまして、もう一度お答え

いただきたい。産業振興課として商工会

とどう連携して、受け皿的なものを、準

備ができませんかと。何かその間に動き

をしていただくことはできませんかとい

うことですね。そのことをお聞かせいた

だきたかったんです。

　あともう１点は、たくさんの応募の中

から４名を選ばれるということですので、

きちんと皆さん、こちらの望む、またそ
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の企業が望まれる方が採用されるという

ことは確信をしておりますけれども、人

間ですから、何らかの事情がやっぱり生

じて、途中で退職をされる、あるいは、

研修に参加できなくなるということがな

いとは言えないと思います。

　そういった場合の対応ですね、あと補

充をされるのか、再度募集をされるのか。

例えば、惜しかったけれどもという４名

以内に入らなかった方を繰り上げて、補

充されるのかとか、いろんなことがある

と思います。そういったことについては、

どう考えておられるのかと、あわせてお

聞かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まずその研修期間

中、行政の部分の取り組み等の活動につ

きましては、研修等が適正に指示されて

いるかどうかという部分では、まず月報

等の報告をいただく中、チェックをさせ

ていただくとともに、市の事業が年間通

じて多々ございます。そういう部分につ

きましても、研修生も時間を調整してい

ただきながら、ボランティア活動も参画

していただきますので、おおむね日々で

はないですけれども、定期的な集まりと

いいましょうか、そういう分を図りなが

ら、行政としましては、この間につきま

しては、あくまでもその方のスキルを高

めていく期間ですので、それ以上、市の

事業に参画しているのはちょっと困難な

状況ですけれども、行政としましては、

その方がまず十分に研修していただける

ような形で、見守っていくような支援を

行っていきたいと考えております。

　それと、後に質問がありました、例え

ば、この８か月の期間中に退職が出た場

合は、基本的には６か月以上の期間が確

保できる場合は、再度求人募集をしまし

て、代替の方を探すことができます。６

か月以下になりますと、欠員といいましょ

うか、４名が３名になり、そのままで事

業を継続する形になります。

　これにつきましては、市のルールでは

なくて、この地域人材育成事業の一定の

ルールがございますので、それに基づい

て対応していきたいと考えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　この６か月以内とい

うのには、再度募集ということですが、

これは企業に入ってからの話ですね。た

だ、研修期間も含めてです。研修期間の

間ということもお答えをいただきたいと

思います。

　研修期間の中で途中で受けられなくな

る事情が生じた場合はどうされますかと

いうことです。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　今、私が取り違え

ていたかもしれませんけれども、まず、

委託契約をして、当然即求人という形で

情報提供の作業をしていただきますので、

予定としまして、８月に求人をしまして、

当然、採用された方は最長８か月の研修

があります。求人が万が一集まらなくて、

９月１日になりましたら、当然１か月減

りますので、研修期間が１か月短くなっ

て７か月になります。６か月以上の研修

になりますので、数か月おくれても、募

集ができます。

　ですから、例えば、８月に採用されて

２か月後にやめられたという方につきま

しては、次の方を補充しても６か月以上

の期間が確保できますので、研修として

は成立すると。ただ、例えば、１０月か

１１月、１２月ごろにおやめになられて、

次の方を補充としましても、それは６か

月以上の研修ができませんので、一応追

加で募集することはできません。もちろ

ん事業費につきましては、月単位で精算
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していきますので、例えば、１０月でや

められた方が万が一できた場合は、１０

月までの費用については、事業所には補

助金として支払いをさせていただきます

けれども、それ以降については、そのお

やめになった方の補助等はございません。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　わかりました。

　やっぱり先ほどもご質問させていただ

いた部分につきましては、研修中で、皆

さんは研修に行かれているわけですから、

参加されている方については、それ以上

の時間的な余裕というのがとてもないと

思いますので、何か後の企画に参加し、

産業ツーリズムの企画にも参加をしても

らうための何かというのは、コンタクト

をとったりするのは無理だというふうに

も、当然考えておりますから、お聞きし

たいのはやっぱり行政側の姿勢ですよね。

産業振興課として、商工会とどんなふう

に連携をとって、そのこういった企画を、

じゃあもう企画やりますよと、ばんと目

の前に出されても、それを特に専門職に

していたわけではないような方、やっぱ

りそういった方を方向性を持って選んで

いかれるのかなとは思いますけれども、

やっぱり簡単なことではないと思います

ので、それまでにできる、やっぱり産業

振興課としても、商工会と連携をとって、

その商店街やら、物づくりなんかされて

いるところをこんなふうに連携をとって、

こういう状態まで持ってきていますよと。

　こういう方向性で行ったらいいんだな

ということをある程度示唆できるような

ことですとか、その中から企画を生み出

していくとかというふうでないと、もう

いきなり最初からスタートで、余りにも

長期的ですよね。これがたった１年間で

８か月の研修で、雇用創出をすると。雇

用創出だけの目的はそこで達成されます

けれども、それでは余りにももったいな

いというふうに思いますので、創出をし

て、さらに行政のほうで、それを生かし

ていきたいというところまで考えておら

れるのでしたら、行政側としても、やは

りバックアップ、そういった意味での受

け皿。バックアップしていくことが、す

ごく大事なのではないかなということを、

先ほど申し上げたわけでございます。

　取り組みとして、一つの事業が速やか

に進んで終わればよいというものではな

くて、それを何らかの形で名前を残して、

やっていますよということではなくて、

実際的に本当に産業振興、また摂津市の

産業ツーリズムというものを企画される

のだったら、それが行政、何らかの形で

市のやっぱり振興に資するものでなかっ

たらいけないというふうに思いますので、

やっぱり産業振興課の方向性としては、

そこまでしっかりと考えて、取り組みを

していただきたいなというふうに思いま

すので、今後もこういったことが間、間

で間隔を置いてでも出てくる、こういっ

た創出事業が今の社会性を考えたら、国

のほうからやっぱり出てくると思います。

　しっかりとそういったことも、考え方

のスタートラインが違うと、この事業だ

けをやり終えればいいというふうに考え

ておられると、やはりたどり着く先も短

いスパンのものしかないというふうに考

えますので、やはり全体を絶えず見なが

ら、商工会の皆さんとも連携をしっかり

とって、産業振興課として、今大きなやっ

ぱり立場で担っているんだというお気持

ちで取り組みをいただきたいなというふ

うに思いますので、要望としたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　弘委員。

○弘豊委員　今回の補正の二つの事業に
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ついては、大分詳しく今も議論、説明も

お聞きしましたのですが、この際もう少

し突っ込んでお聞きしたいというふうに

思います。

　一つは、障害児の地域療育システムと

いうことで、障害児童センターに作業療

法士の配置というようなことですが、こ

れまでの専門職の配置をどういう形でや

られていたのか。

　今回はそこは分厚く体制も強化してい

くというようなことで、本当に重要だと

いうふうに思っているんですけれども、

その辺の中身のところで、例えば、理学

療法士とか、言語療法士とか、そういう

ふうなものが週何回かでも来るような、

そういうことになっていたのかどうか、

お聞きしたいというふうに思います。

　それから、地域人材育成事業のほうで

すけれども、この元になっている緊急雇

用創出の補助金ですね。以前、昨年私が

総務常任委員会にいてるときにも、この

使い道、直接市におりてくる部分、また

府を通じてこういうメニューがあってと

いうようなことで出されている、そうい

う中身が本当に、どう今の摂津市に合わ

せて、どう一番有効に使えるのかという

ようなところなんか、随分とこの間議論

もされたのかなというふうに思ってはい

るんですけれども、やはり今回出されて

いるメニューの中で観光というようなと

ころで落ちついたのが、やはりちょっと

納得できない部分もあります。

　ただやっぱり今本当に厳しい景気状況

の中で、その中でもこの摂津市として、

産業振興課の中では、この方法がベスト

と思ってやられているというようなこと

の説明も聞きましたから、本当にその中

で雇用を生み出して、また安定的なそう

いう地域の中での役割を果たしていける、

そのところは、期待もしたいと思うんで

すが、その観光資源、またそういった業

種に携わっている企業ですね、摂津の中

でもそんなにたくさんあるというふうに

は認識していませんけれども、その中で

４人の新たな雇用を生み出すというよう

なときに、今回この補助金がつきますか

ら、補助金の２分の１は人件費に、また、

５分の３以上は研修費にというようなこ

とで、いろいろと当てはめられている中

で、枠も狭まっていたと思うんですけれ

ども、この新たな雇用を生み出したとき

に、今働いている方の、逆にその人手が

余って、合理化とか首切りに、そういう

つながるようなことがないようにという

ようなことですね、その辺は対策といい

ますか、この間の検討の中でお考えにな

られた部分があるのかどうか、その点に

ついて、お聞きしたいというふうに思い

ます。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　障害児童センター

のほうは、つくし園とめばえ園というこ

とになっておりまして、今回お話をさせ

ていただくめばえ園のほうに児童デイサー

ビスのほうの事業をしていただいており

ます。

　２１年度の事業の報告の中で、専門の

職員の方ということですので、言語療法

士の方、あとは作業療法士の方、理学療

法士の方が個別支援のほうをしていただ

いてたりとか、あとは作業療法士の方や

理学療法士の方がグループ支援という形

での支援のほうを、定期的にしていただ

いているという状況でございます。

　実際職員の方というか、スタッフの中

にも言語療法士の方を配置させていただ

いたりというふうな配置状況でございま

す。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　それでは、弘委員
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の質問についてご答弁を申し上げます。

　この産業ツーリズムの分につきまして、

当然市内の事業所の育成の観点から、市

内の事業所でお願いしたいという形でご

答弁を申し上げた中で、市内の事業所に

は、人の移送手段と関わりのある事業所、

本社、または営業所があるバス会社が３

社、タクシー会社が２社、旅行業者が４

社で９社がございます。

　ただ、旅行業者の中にも個人事業の自

宅といいましょうか、マンションの一室

でされている方が２人ほどございました

ので、実質はその２社を引きまして、７

社が事業所の対象で有限会社１社、あと

は株式会社になります。

　この事業につきましては、まずは人の

雇用を、研修以降の継続が非常に大事な

ところでありまして、例えば、４人の方

を研修しても受け皿がない状態でしたら、

せっかくスキルアップしても勤め先の確

約はできないですけれども、事前の企業

に打診する中、例えば、今現状で事足り

ているのに受託されますと、人は残念な

がら雇用はできないということも考えら

れますので、一定リサーチの段階で、今

後の展望をお聞きした中、一定新規で採

用する枠があると。また一部退職者の補

充が出てきそうだということもお聞きし

ている中、今回７社の中でプロポーザル

方式にて、本当に長期雇用に結びつけて

くれる事業のボリュームがある会社、ま

たその辺のことを総合的に判断しながら、

事業をお願いしたいという形で考えてお

りますので、４人の方が雇用されて、ほ

かの方が解雇に結びつくということがな

いように配慮した中で、事業のほうも進

めてまいりたいと考えております。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、めばえ園

の専門職の配置の点なんですけれども、

これまでもそれぞれ専門職の配置があっ

て、そこをさらに強化をしていくと。こ

れはやっぱりこの間のお子さんの状態で

すね、障害の程度も重度化する傾向とい

うのはずっと続いていますし、また、利

用される人数、先ほど山崎委員の質問の

中の答弁でもお答えいただいたように、

たくさんいらっしゃるという中では本当

に必要な事業だなというふうに思ってい

ます。

　今回、府から来る補助金の金額が２５

６万円ですね。そうした中で、これが一

人の人件費になるのかな、どうかなとい

うふうなことを、考えたりもしたんです

けれども、これまで入られている部分の

補充というようなことで配置ですね、一

人ふえるとかいうようなことというより

かは、どういう形になるのかなというの

が少しわかりにくかったもので、聞かせ

てもらいました。もう少しその点で、補

足で聞かせていただけたらなというふう

に思います。

　それから、地域人材育成の関係では、

本当にこの厳しい雇用情勢の中でという

ようなことでは、これまでも一般質問等々

でも何とか市ができることを本当に限ら

れた範囲内でしか取り組めない状況もあ

る中で、今回のこの国の制度、それから

府から出てくる補助金を活用してという

ようなことで取り組まれているわけです

から、先ほども申し上げましたように、

このことによって新たなまた失業が出る

とか、そういうようなことがないように、

その点については本当に慎重に取り組ん

でいただきたいというふうなことを要望

としてつけ加えておきたいというふうに

思います。お願いします。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　今回、補正予算で

上げさせていただいているのは、作業療
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法士の方の週５回の人件費のほうを、嘱

託の方なんですけれども、上げさせてい

ただいている状況でございます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　実は私も以前、社会福祉施

設に勤めておりましたから、そこにも理

学療法士、作業療法士それぞれ雇ってい

ました。また、言語療養士なんかもスポッ

トで入ってもらったりというようなこと

でいってたんですけれども、やはりこう

いった資格を持って専門性の高い、そう

いう業務をこなしながら、嘱託、また非

常勤だったり、いろんな雇用が不安定で

あるというのはこの間の福祉現場の中で

は多く見られる状況です。

　そういった点では、今回その体制を厚

くする。もちろん私たちも求めています

し、利用者のニーズにこたえていく上で

重要なんですけれども、その雇用の形態

の点ではまた引き続き考えていっていた

だく。今いてる専門職の方がみんなそう

いう形で入っているわけではないという

ふうに考えているんですけれども、ぜひ

その点の引き続く改善策についても、今

後の課題として検討していただけたらと

いうふうに思います。よろしくお願いし

ます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　１点だけお聞かせを

いただきたいと思います。

　商工振興費の地域人材育成業務でござ

います。先ほどから委員の皆さんもご質

問をされておられまして、内容がよく理

解できておるんですけれども、今回その

緊急の雇用対策ということで、国から示

されたものは六つのテーマがあったと。

その中で、観光というものに着目をされ

て、事業を打たれるということで、これ

は私は非常にすごい判断だなというふう

に思います。

　確かに摂津市には名所もありませんし、

史跡も少ないというような状況の中で、

でも、多くの事業所はありますよねと。

この事業所が観光資源に値するんだとい

う判断は、感覚としてはよくわかるんで

すが、しかし、実際、行政が施策として

展開をしていくということになっていく

と、やはりそれを判断できるだけの基準

というか、材料が要るんだろうなという

ふうに思います。

　その点、どのような経過でこの産業ツー

リズムというものに至ったのか、まずそ

こをお聞かせいただきたいなというふう

に思います。

　要はこの質問の趣旨というのは、その

観光資源としての、例えば、工場見学で

あるとか、あるいは体験、作業の体験で

あるとかということになっていくと、非

常に今までの産業振興という点とまた違っ

た視点で見ていかなあかんのかなという

気がしているんですが、その点、本当に

それに値するものがどれほどあるのかな

と、よくわからないので、その点につい

てお聞かせいただきたいなというふうに

思います。

○森西正委員長　鈴木課長。

○鈴木産業振興課長　まず産業ツーリズ

ムに至った理由ですけれども、先ほどご

答弁申し上げている中で、摂津市におき

ましては、非常に史跡名所が少なく、そ

ういう中で市内を見ますと、中小企業の

多いまちということが言えます。また、

その中小企業が多い中で、市内に鉄道等

も多く走っております。そういう工業と

いいましょうか、そういう部分も材料に

なる。

　いろんなことを総合的に勘案しまして、

そういう、例えば、鉄道のマニアの方と

か、また、そういう方が摂津市に一度来
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てもらうことができないか。また、工業

的な部品をつくる、特にすぐれた職人さ

んといいましょうか、本当に特殊なスペ

シャリストとか、そういうのを見たい人

に来ていただく事業で、例えば、普通の

観光、神社、仏閣みたいにたくさんの来

場者があって、はやるのではありません。

こんな珍しいことをしているよ、ちょっ

と見にいこうかなというような人がまた

来はるというような、事業をしたから、

すぐに市内の活性化につながるとか、そ

ういうものではなくて、本当に地道な作

業になるかと思います。

　摂津市を発信するため、産業ツーリズ

ムという形で計画をさせていただきまし

た。また、見学・体験等の当然部分も必

要になってくるかと思います。これにつ

きましては、市内にも金型の工場、レー

ザー加工とかされるところもありますの

で、専門分野での体験等ができれば、な

おさらいいのではないかと考えておりま

す。

　研修生が育っていただいて、市内事業

者を訪問する中、こんなんがあるよとい

う形で企画していただいて、提案してい

ただきたいと思っております。行政のほ

うからこんなんあるよ、こんなんあるよ

という形で、情報を提供し過ぎて、独自

性がなくなるようなことがないようにし

ていきたいと考えておる事業でございま

す。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　個人的な話になるん

ですが、私はかつて野球をしておりまし

て、その中の言葉に「好走と暴走は紙一

重である」というような言葉があるんで

すね。これも同じようなことなのかなと。

つまり、今課長から言葉をいただいた、

例えば、その物づくりで非常にすぐれた

職人がおられて、そうなんだから、一部

の、例えば、マニアという表現が正しい

のかよくわかりませんが、そういった方

は、そこの場所に足を運びたくなるだろ

うという、それはわからんでもないんで

すが、本当にそういう店がどれほどある

のかということになってくると、これは

非常に難しい判断なのかなというふうに

思うんですね。

　私個人的にその市内の事業所を見て、

事業所というか、産業を見ていると、例

えば、同僚の三宅議員がかつて本会議の

中で、マイはしのことを提案されまして、

一時ほどブームではないのかもしれませ

んが、そういう流れはまだあるというこ

とを考えていくと、例えば、本市には銘

木団地を抱えているわけで、そういうと

ころも活用しながらというのはあるのか

なというふうに思うんですね。

　そこはやはり時代の求めというのがど

こにあって、実際にしっかりとリサーチ

をしていきながら、こういうのであれば、

市外からも多くの方が足を運んでいただ

けるよと、魅力的なものが出てくるんだ

よというものをしっかりと打っていくと

いうことが大事なのかなと。要はやはり

どれほどリサーチできるのかということ

ではないのかなと。行政の中で、たしか

ここにこういうものがあるから、これは

受けるんじゃないのかなという判断では

なかなか厳しいのかなという気がしてい

ますので、次そういうところもしっかり

とリサーチをしていただいて、新たな可

能性を私は秘めていると思っていますの

で、そこら辺のことをぜひ今後も行って

いただきたいなと。

　これは今は緊急雇用ということでやっ

ていただいておりますが、場合によって

は拡充していくということもあるのかな

というふうに思っていますので、市独自

の施策ということも打てるのかなと思っ
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ていますので、その点についても今後検

討していただきたいなということで、要

望として申し述べたいと思います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時　８分　休憩）

（午前１１時１０分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４６号についての審査を行いま

す。

　補足説明を求めます。

　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　議案第４６号、摂

津市民文化ホール条例の一部を改正する

条例制定の件につきまして、補足説明を

させていただきます。

　なお、議案参考資料３６ページから３

９ページも、あわせてご参照賜わります

ようお願い申し上げます。

　別表第１では、会議室を追加いたすも

のでございます。これは、コミュニティ

プラザの開設に伴いまして、現在の保健

センター機能が移転することから、保健

センター施設の改修後、文化ホール会議

室として、第１、第２、第３及び大会議

室の４室を配置いたします。

　料金につきましては、施設維持にかか

るランニングコストの３０％、本市の公

共施設の平均及び近隣各市の平均から算

出いたしました使用料を徴収いたします。

　また、別表第２につきましては、テー

プレコーダー卓、レコードプレーヤー卓、

虹のエフェクトマシン、１６ミリ映写機

を削除いたします。

　これはメーカーが生産中止し、修繕部

品の調達ができないなど、貸し出しが不

可能となった附属設備について、見直し

を図るものでございます。

　また、大会議室に整備されるマイクセッ

トを追加いたすものでございます。

　施行日についてですが、会議室に係る

ものにつきましては、規則で定める日か

らといたします。

　これは、工事の進捗状況等、現時点で

は不明確な部分がございますので、規則

で定めるものといたします。それ以外の

部分につきましては、公布の日から施行

させていただきます。　

　以上、摂津市民文化ホール条例の一部

を改正する条例制定の件の補足説明とさ

せていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　ほんまに素朴な感覚の

質問で申しわけないんですけれども、今、

使用料、ランニングコストの３０％、ほ

かとも比べてということなんですけれど

も、近くにこれまでずっとふれあいルー

ムが、集会場並みと言ったらおかしいん

ですけれども、廉価なというか、リーズ

ナブルな会議室があったわけですから、

そういう感覚も入れながら、もうちょっ

と安くはできないのかなという素朴なご

質問ですけれども、よろしくお願いしま

す。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　福祉会館がなく

なったということで、ふれあいルームを

ご利用いただいておりましたが、もとも

と福祉会館自体の料金も平成１２年ぐら

いに行政改革で一斉に３割値上げをした

ときも、据え置くというようなことをし

ております。もともと福祉会館自体も安

い金額でお貸しをしていたという経緯が

ございます。

　そういう意味から言いまして、その代
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替施設でございますふれあいルームにつ

いても、できるだけ安価にご利用いただ

いたという経緯等がございますけれども、

今回の施設につきましては、一応文化ホー

ルの附属施設というような形をとらせて

いただいて、設備等についても充実をさ

す。改修についても相当な金額をかけ、

また、空調設備等についても一斉に変更

して、個別冷暖房がかかるようにできる

というようなこともいたしておりまして、

それでまた、コミュニティプラザの料金

設定というのもございますので、道を挟

んでということでございますので、一定

の基準、またコミュニティプラザの算出

方法を考えた上で、決定をさせていただ

いたということでございまして、安けれ

ば当然ご利用いただきやすいんでしょう

けれども、ランニングコストの３０％程

度ということをめどに、周りも考えてと

いうことで決定をさせていただいたとい

う経過でございますので、ご理解を賜わ

りたいと思います。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　だから、そういうとこ

ろはよくわかりました。しかし、使って

もらってこその施設ですから、お向かい

にもそのコミプラもできてということに

なって、使用頻度が、ふたをあけてみな

いと、恐らくわからんでしょうけれども、

そうすると、使用頻度、今の現状とか、

ずっと流れを見て、余りにも使われない

とかというようなことになったときには、

また見直しとかというようなこともあり

得るんでしょうか。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　今決めるわけで

すから、これをすぐ今の時点で見直すと

いうふうには私、お答えできないかと思

います。

　ただ、使用頻度、いろんな施設、私ど

もも利用率を見ております。ただ、これ

も利用率の出し方は非常に難しゅうござ

いまして、例えば、調理室であるとか、

そういうところまで含めてやりますと、

非常に低い率になりますし、また、土日、

夜間を見ますと、非常に高い率になった

りいたします。平日の午前中などはやは

り少ないというのもございます。

　公共の施設で一定のご利用をいただく。

ただし、受益者負担をいただくという考

え方でございますので、現在のところは

このご提示させていただいております金

額で、当面やっていきたいと。将来的に

どうかと言われたら、ちょっとつらいと

ころはありますけれども、今のところ見

直すという、この文化ホールの新たに設

けます会議室につきましては、見直しに

ついては考えておりません。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　ぜひとも使っていただ

けるような施設にしていただきたいと思

います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　第１会議室、第２会

議室、第３会議室と大会議室となってお

りますけれども、たしか使用の人数が何

名までいけるかというのが、書かれてな

かったように思いますので、各室の収容

人数といいいますか。フォルテのほうの

欄には書かれているんですけれども、収

容人数の予定をお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

　それとあとどういった対象の会合で、

ここが利用できるのかということもお聞

かせをいただきたいと思います。

　もう１点は、場所的になかなかわかり

にくい、ぴんとあそこね、というふうに、

例えば、ふれあいルームとか、名前があ

ればわかるので、この名称については、
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今後募集をされるとか、どのように考え

ていらっしゃるのか、その点についても

お聞かせをいただきたいと思いますので、

お願いいたします。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　まず、面積と使

用人数でございますけれども、改修の工

事の都合もございますが、計画上の面積

をご紹介いたしますと、第１会議室が７

０．９３平米、第２会議室が５８．３２

平米、第３会議室が５７．３７平米、そ

うしまして上の大会議室でございますが、

１５４．０５平米ということになってご

ざいます。

　収容人数でございますけれども、これ

は大体の概算でございますけれども、他

の施設は大体２平米についてお一人とい

うような形、これは使用の形によって違

います。教室型に使う場合、円卓に使う

場合、いろんなことがございますけれど

も、ある程度の目安、机等の配置につい

てはそのように考えておりまして、第１

から第３会議室については、おおむね２

５名から３０名程度を予定しております。

第１会議室はちょっと広うございますの

で３０人強になるかと思います。

　大会議室でございますけれども、１５

４平米ございますので、通常は２平米で

ございますが、もうちょっと多く使える

と思います。大きくなれば、一人当たり

の面積は減ってまいりますので、８０名

から１００名程度入れるのではないかと

考えております。

　それから、活用でございますけれども、

ここを公的な施設にするにつきましては、

庁内でさまざまな議論がございまして、

コミュニティプラザができました後の活

用ということに当然なりますので、今ま

で福祉会館という物が我々の念頭にござ

いまして、近隣の方の例えば、大正琴の

サークルであるとか、高齢者がよく昔の

老人福祉センターですかね、１階にあっ

たようなものを使われて、カラオケ等も

されていたということもございますので、

そういったことも念頭に置いた活用の方

法、ご利用いただければというのが一つ。

　それから、以前に議会等でもご指摘を

いただいておりましたけれども、文化ホー

ルの楽屋が非常に狭いと。ご存じかどう

かわかりませんけれども、二つしか楽屋

がないということで、着がえができない。

大人数の、例えばジャズダンスのサーク

ルであれば、もう廊下で着がえていると

いうふうなことがあると。こういったこ

とについて何とかできないのかというこ

とがございましたので、そういったこと

にもご活用をいただきたいというふうに

思っております。

　そのために、今の保健センターでござ

いますので、文化ホールと前、後ろの関

係ですので、楽屋口で言えばすぐ出れま

すので、そちらのほうから使っていただ

けたらなというふうにも考えておりまし

て、そういう活用方法を今考えておりま

す。

　それから名称でございます。名称につ

きましてですけれども、ご指摘のとおり、

この施設、複合施設、いわゆる雑居ビル

的な形になるかと思います。１階に施設

管理公社の事務所が入ります。それから、

今の休日応急診療所が入ります。それか

ら、４階に医師会、医師会の場合は、区

分所有でお持ちですので、医師会の物で

ございますけれども、入っていただいて

おります。それで、新たに薬剤師会であ

るとか、歯科医師会の事務所的なものも

入っていただこうと考えておりますので、

使用目的が非常にばらばらになり、また、

いつまでも旧保健センターという名称で

使うわけにもまいりませんので、例えば、
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名称については、さまざまな庁内で案を

出しておりまして、考えておりますが、

公募ということではなしに、もうちょっ

と適切な名前はないのかなというふうに

今、検討をさせていただいております。

　特に、今具体的にすぐに案をと言われ

ると、ちょっと持っておりませんけれど

も、そういう論議は庁内でさせていただ

いております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　ありがとうございま

した。

　どんな形にでも使えるという考え方と、

だれでも使えるという考え方、それとあ

わせて市民文化ホールの楽屋のような待

機場所としても、あわせて借りて使うこ

とができるというようなご答弁だったと

思いますけれども、やっぱり活用につい

ては、今ご答弁の中にもありましたよう

に、やっぱり考え方として、場所がわか

りにくかったりとかというのが、ぴんと

こないというのが、やっぱり一番大きな、

先ほど委員のほうからも質問がありまし

たように、使ってもらえるのかどうかと

いうね、活用頻度が高いか、そうでなく

なるかというのは、やっぱりその一つ市

民にあそこを借りるというふうな印象を

強く持ってもらうということも、大きな

要因になってくるのではないかなという

ふうに思いますので、できましたら、名

前を決めて、発表して、どうしてこのよ

うな名前だったら、私たちにも意見を聞

いてくれなかったのかなというような、

市民の方の声をさまざまな名称をつける

ときにお聞きをすることがありますので、

今までもお聞きをしてきましたので、で

きましたら、公募、そんなに費用のかか

ることではありませんので、公募してい

ただけたらなと思いますので、大いに市

民の皆さんがそういった複合施設のよう

な形であっても、市民文化ホールとひっ

ついていて、活用のしやすい施設になっ

てくると思いますので、利用しやすいよ

うにせっかく体制を整えていただいたの

ですから、さらに市民の方にしっかりと

周知をしていただいて、大いに活用して

いただけるように、これからも取り組ん

でいただきたいと思いますので、要望と

します。よろしくお願いします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　弘委員。

○弘豊委員　一つは、この市民文化ホー

ルの新たな会議室ですけれども、工事が

終了してからというようなことになるか

と思うんですけれども、大体いつぐらい

の使用開始になるのかというようなこと

が１点。

　それから、先ほど杉本次長のほうから

もありましたけれども、入り口というか、

１階は休日応急診療所になるかというふ

うに思うんです。会議室に上がる際のそ

の出入りがどこのところから入るように

なるのかということが１点。

　それから、やはりこの会議室の料金の

設定ですね、見ましたら、コミュニティ

プラザ、新しくできる部分の会議室も第

１、第２会議室それぞれ午前の区分だと

１，２００円、全く同じ料金設定になっ

ているんですが、こうしたときに、やは

り駅前、また駐車場等々のことでありま

すとか、また、最新の設備というような

ことで新築になる部分等、やっぱり利用

の区分というか、料金が全く同じという

のがどうなのかというふうに、やっぱり

見たときに、率直に思いました。

　それから、ランニングコストの部分、

もちろんわかります。また、市内の施設

と比べたときには、もうちょっと下げて

もいいのかなというふうに感じましたし、

近隣市と比べたときですね、近隣市の平
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均ですが、すべて調べて持ってくればよ

かったんですけれども、ちょっとそこま

では用意できていませんで、お隣の吹田

市なんかですと、市民会館の３０人、４

０人規模の部屋でありましたら、午前だ

けの区分では７００円から９００円とい

うような金額になっています。

　これは、吹田市民会館、ご存じかと思

いますが、もともとの会館は耐震の関係

で、もう既に閉館になりまして、ＪＲ吹

田駅前の雑居ビルのほうをこれ臨時的に

改装いたしまして、市民会館というよう

な名を打って使っているそうであります

けれども、そうしたところで、こういう

設定にもなっています。

　いろいろ見てましたら、池田や高槻は

大変、市民会館といっても、利用金額が

高くて、これで利用頻度どうなのかとい

うようなこともありましたけれども、そ

の辺から見ると、やはり今の摂津の市民

の皆さんがやっぱりいろんな交流、市民

相互の交流の場、ふれあいの場をたくさ

んふやしていくというふうなことを考え

ましたら、金額の設定についても、もう

少しの見直しがあったほうがよかったの

ではないのかというふうに思いますけれ

ども、その辺についての見解をお聞きし

たいと思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　まず、この条例

においても、使用いただく時期について、

まだ工事の関係があって、規則で定めさ

せていただくことにしておりますけれど

も、工事についてご説明をしますと、ま

ず、コミュニティプラザができましたら、

保健センターが移転をいたします。その

後、工事にかかってまいりますが、その

後で、１階部分、休日応急診療所のほう

をまず移転をさせていただいて、その後

に２階、３階の改修ということになろう

かと思います。

　というのは、休日応急診療所の建物自

体を壊すというか、解体しないといけま

せんので、そういったことも含め、また、

工事上の安全性とかもございますので、

今のところ来年の１月以降の開始、貸し

出しになるのかなというふうに考えてお

ります。

　また、この間につきましては、後ほど

ご審議をいただきますふれあいルームの

関係もございますけれども、ふれあいルー

ムを１２月末まであけておりますので、

そちらをご利用いただくことによって、

ご不便をかけないようにというふうに考

えております。

　それから、出入り口ですけれども、今

の入り口とそれから、あの建物につきま

しては、いわゆる休日応急診療所の機能

もございますので、昨年の新型インフル

エンザのようなことも考えられるという

ことで、そういう処置を保健福祉部のほ

うでご要望もございましたので、入り口

については、そういう時期については裏

側からも入れるということで、大体１階

の出入り口は正面、側面、裏側で３か所

予定しております。

　通常は休日応急診療所は平日はあいて

おりませんので、休みの日はそういう対

応になるのかなと思っております。

　ランニングコスト等の問題でございま

すけれども、確かにこの施設は建築後年

数がたっておりますから、コミュニティ

プラザに比べればということになるのか

もしれませんが、逆に我々として考えま

すのは、そこで余り差をつけることによっ

て、偏った使用になるというのもどうか

なと、いかがなものかなと思います。

　もちろん今回の改修によって、一定ほ

ぼ新しい物と、新築同様に使っていただ

けるのではないかと思っておりますので、
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むしろコミュニティプラザとの差をつけ

ないというふうな、もちろんそういう計

算もした上ですけれども、結果として、

そういう形になったというふうに思って

おります。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　ご説明を聞かせていただい

て、来年の１月以降の開業で、また、こ

の機にもう既に決めてしまわないといけ

ないのかなというふうなことも少し思い

ましたけれども、やはりこれまでの特に

ふれあいルームをやっぱり利用されてい

る方が多いですよね。そういった中で、

大会議室なんかの利用を見ましても、や

はり多くの方があそこのふれあいルーム

のところの申し込みの状況を見て、埋まっ

ていると、使えないというようなことに

なったら、フォルテのほうに打診をして、

それでもだめだったら、正雀の市民ルー

ムとか、そういう形で、やっぱりそうい

う傾向もあるかというふうに、率直には

あるんです。それが、偏らないように、

やっぱりコミュニティプラザも使ってい

ただきたいしというようなことを、それ

はもちろんそうなんですけれども、そう

いういろんな市民の方からの声もあると

いうようなことをぜひ知っておいていた

だきたいなというふうに思います。

　私もこういった金額の設定になります

よと説明しましたら、市民の方から高い

んじゃないのというふうな、そういうこ

とも聞いていますので、そのことはお伝

えしておきたいというふうに思います。

　またあと出入りの際ですね、その入り

口の状況、やっぱり今言われたように、

新型インフルエンザのこととか、まだま

だ記憶に新しいことでもありますから、

そういったときにどうなるのかなという

ようなことも思ってお聞きしましたが、

横の面、また文化ホールと一緒に使う方

は裏口のほうから使えるというようなこ

とです。また、そういったところも利用

しやすいように、わかりやすいようにぜ

ひ工夫もして、工事のほうもされるよう

に、このことは要望にしておきたいと思

います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　次に、議案第４７号について審査を行

います。

　補足説明を求めます。

　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　議案第４７号、摂

津市立市民ルーム条例の一部を改正する

条例制定の件につきまして、補足説明を

させていただきます。

　なお、議案参考資料４０ページから４

３ページもあわせてご参照賜わりますよ

うお願い申し上げます。

　コミュニティプラザの開設に伴いまし

て、福祉会館代替施設であります、フォ

ルテ２１２、２１３及びふれあいルーム

を閉館することから、第１条よりフォル

テ２１２、２１３及びふれあいルームに

関する項目を削除いたします。

　廃止時期につきましては、フォルテ２

１２、２１３は賃貸借契約を締結してお

り、事前に解約の通知が必要なこと、年

度途中に管理先である摂津都市開発株式

会社が新たな賃貸先を見つけることが困

難なことから、平成２３年４月１日とい

たすものでございます。

　ふれあいルームにつきましては、使用

日の６か月前から申請を受け付けており、

周知期間が必要なことから、平成２３年

１月１日といたします。

　次に、第５条につきましては、ふれあ

いルームを閉館することから、市民ルー

－22－



ムの休館日については、１２月２９日か

ら翌年１月３日までと改正いたすもので

ございます。

　また、別表第１及び別表第２より、フォ

ルテ２１２、２１３及びふれあいルーム

に関する項目を削除し、別表第１の備考

１に、「ただし、第１０条の規定の適用

がある場合は、この限りでない。」を追

加いたします。

　これは、使用者が使用料の減額及び免

除に該当する場合は、市外料金の加算は

行わないように見直しを行うものであり

ます。

　なお、市外料金の加算の見直しにつき

ましては、６月３０日以後の使用より適

用させていただきます。

　以上、摂津市立市民ルーム条例の一部

を改正する条例制定の件の補足説明とさ

せていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　代替施設コミプラがで

きるということで、フォルテ２１２、２

１３をお返しして、ふれあいルームを閉

鎖すると、非常にわかるんですけれども、

特にふれあいルームのほうは廃止とされ

て、どうしていくのかということもまた

議論が必要だと思うんですけれども、現

在ふれあいルーム、これも感覚的な話で

申しわけないですけれども、使用頻度も

非常に高くて、先ほども言ったように、

非常にリーズナブルというか、安く使え

るということもあって、地元の方々には

たくさん使っていただいていると思うん

ですけれども、代替施設の解消というこ

とはわかるんですけれども、今現在、使

われておるわけで、その次の利用が決ま

るまで、ここは借りているわけでもなけ

ればということであれば、使えるという

ことにはならないのかどうか。

　なるべく長く使えるという話にできな

いかということをお聞きしたいと思うん

ですけれども。　

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　ふれあいルーム

でございますけれども、確かに今施設と

してはそれを運営しておりますし、建物

をすぐ次に使う予定はないと思いますの

で、使えますけれども、ただ、これは管

理の問題も一つ絡んでくるかと思います。

　今、施設管理公社のほうで委託をして

おりまして、施設管理をしていただいて

おりますけれども、施設管理公社自体も、

先ほど申しましたように、今の保健セン

ターに事務所を設けまして、移転をする

ということになりますので、そうなりま

すと、管理するのに別にまた人員の配置

をしなくてはいけないとか、新たなコス

トがかかってくるということになろうか

と思いますので、ちょっと難しいのでは

ないかなと思っております。

　ふれあいルームにつきましては、確か

に言われましたように、非常に幼稚園の

跡ということで、小さい子が使っていた

施設というのの意義というのは、やはり

使いやすさというのがあったかと思いま

す。

　だから、そういった意味で、我々もそ

ういう施設をこれから今後運営していく

上で、何がああいう使いやすさを生んだ

のかなというのは十分教訓として学んで

おきたいなと思っておりますけれども、

残念ながら、今の施設をこのまま使い続

けるということはできないように考えて

おります。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　経費も確かに人を置け

ば要るというのはわかるんですけれども、

管理公社そのものは、今の保健センター
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のほうに動くということもありますから、

それでも、市民感覚としては、せっかく

の施設が閉鎖をされて、何も使われずに

野ざらしという言い方はおかしいですけ

れども、閉鎖状態になる時期がやっぱり

あるということになると、何かもったい

ないような気がするんじゃないかなと。

　わずかな経費、わずかという言い方を

すれば変でしょうけれども、経費を幾ら

かでもこう割くことができて、使えると

いうことであれば、ふれあいルームが使

いやすかったりというのは、いろいろ食

品の持ち込みも一応可能ですよね。ちょっ

とした飲食なんかも可能だという意味で

は、ほかの集会所云々というよりは、使

いやすかったかなという、そういった利

便性も含めて、ぜひ使える間は使うとい

うような検討をしていただきたいなと思

うんですけれども、いかがでしょうか。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　おっしゃってい

るように、今まで使ってきて、平成１８

年に福祉会館が閉館になりまして、１８

年４月からずっと使えまして、我々も当

時、改修にも私、携わった者としても、

そういうふうに使いがってがよかって、

使用頻度が高く、非常によかったなとい

うふうに今になって思うんですけれども、

ただ、やはり会議室の配置、市民ルーム

というものをどう考えるかということに

もなるかと思うんですけれども、一方で

あの地域にそれだけの会議室の需要があ

るのかどうか、また、それだけあの地域

だけに集中して、そういう施設があって

いいのかどうかというのは、議論のある

ところではないかなとも思います。

　でも、やはり我々としては、コミプラ

ができ、今の保健センターに会議室もつ

くりということですので、その上のまだ

つくるということではなしに、全体のバ

ランスはまた考えて、南部地域でのコミュ

ニティセンター的なものというのは、市

長のお話の中に出てまいりますので、そ

ういった配置になっていくのが望ましい

のではないかと思いますし、今のふれあ

いルームをこのまま存続していくという

ことにはならないのではないかと考えて

おります。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　もったいないだけでは

なかなか続けられないというのはわかる

んですけれども、市民感覚としては、そ

れこそもったいないとかいうような部分

で、なかなかこれを納得させるというの

が大変だなというような気はするんです

けれども、ぜひとも次の利用も含めて、

考えていただきたいなと、要望で結構で

す。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　弘委員。

○弘豊委員　私のほうからは、フォルテ

２１２、２１３の会議室の件についてで

あります。

　５年前、福祉会館の閉鎖というような

ことで、代替施設ということの中から、

駅前のフォルテ２１２、２１３というよ

うなことが新たに会議室の利用になった

というふうなことでありますが、その以

前からここの建物の中で、この部屋の利

用がない、そういう状況の中で、どうい

う使い方があるのかなというような検討

もされたのではないかというふうに思う

んですが、ここの管理を摂津都市開発株

式会社のほうにしていただいているわけ

ですけれども、指定管理者でやっていた

だいていて、摂津市のほうが使用してい

る形になっているんじゃないかというふ

うに思うんですけれども、この摂津都市

開発株式会社のほうにしてみましたら、

ここのフォルテがあいた後、すぐに借り
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手ができたらいいかというふうには思う

んですけれども、そうならない場合に、

この間の摂津市のほうから払っている借

用料や、また市民の皆さんが利用する際

に支払っている利用料、そういった面、

合わせると６００万円ほど減収になるよ

うな話もお聞きしているんですが、こち

ら側の摂津市のほうからとしてみたら、

そうなってもこれはもう仕方がないとい

うふうなことでいいのかどうかですね、

その辺のお考えを、この際ですから、聞

いておきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　フォルテ２１２、

２１３につきましては、経過といたしま

して、ちょっと私も思い出さないといか

んので調べてみたんですけれども、平成

４年にフォルテ摂津がオープンいたしま

して、当時大阪銀行が入られておりまし

て、平成１２年５月に撤退をされ、その

後、住友信託銀行が平成１２年６月から

お使いになったと。平成１７年の１月に

住友信託銀行が撤退をいたしまして、そ

の間若干一部は市民ギャラリー等も設け

ておりましたけれども、撤退をされたと

いうことで、その翌年に、ちょうど福祉

会館が閉館になるということになりまし

て、１８年４月に摂津市がその床を賃貸

でお借りをいたしまして、今までフォル

テ２１２、２１３を市民ルームとしての

扱いで使ってきたということでございま

す。

　これについての摂津都市開発との関係

でございますけれども、これは賃貸をし

てそこを、摂津都市開発自体が大家でご

ざいますので、そこを賃貸料をお支払い

するということで、管理も同時にお願い

したということで、２１２、２１３で年

間６００万円から７００万円程度の管理

委託と家賃が入っていたということです。

　その影響でございますけれども、当然

これは我々は店子として入っておりまし

たから、これは出てしまいますと、そこ

の後の借りられる方を探していただかな

いといけないということになります。

　我々も先ほどのふれあいルームのお話

と一緒で、ことしいっぱい１２月までで

閉鎖ということも一たん考えたんですけ

れども、やはりそういう年度途中での撤

退とかになりますと、会社等への影響等

も含め、また、今まで使っていただいて

いた方との整合性、ご利用についても一

応一定考慮した上で、今年度いっぱい、

ですから来年３月までフォルテ２１２、

２１３については使うということに、こ

れは当然賃貸を継続していくということ

で、お話をさせていただきました。

　その間に摂津都市開発につきましては、

やはり営業努力といいますか、必要でご

ざいますので、当然、次の賃貸される方

を責任を持って探していただくよう、お

願いしております。

　ただ、それがどのように決まって、ど

ういう方が借りるか、できるかというこ

とについては、ちょっと私どもでは把握

はしておりませんが、そういうふうに３

月で撤退するのでということで、お話を

させていただいているということでござ

います。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　やはりなかなか今の厳しい

経済状況でもありますし、銀行が続けて

２か所抜けられるというふうなこと等、

どういった方が入ってくるか、それは都

市開発株式会社が考えるというようなこ

とになれば、そうなんですけれども、摂

津市としても有効な活用の方法もないの

かというようなことなども、一定この機

に考えておくことができないのかなとい
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うふうに思いまして、例えば、以前ある

方がおっしゃっていたのは、その千里丘

の地域は図書館がなくて、駅前のああい

うところにつくっていただけたら大変あ

りがたいというようなこと等々もたくさ

んの方から出されたりもしたことを耳に

しています。

　今の市の財政状況も見ましたら、すぐ

にそういうことが実現できるのかと言い

ましたら、厳しい状況にあるというふう

に認識していますが、ただ、この問題、

今後ともその摂津都市開発株式会社です

ね、これ指定管理者というようなことで、

これまでもずっとかかわってきているわ

けですし、何らかの方策みたいなことを

摂津市側としても考えていく必要がある

のかなというようなことでの、ちょっと

問題提起だけしておいて、答弁は結構で

すので、このことだけお伝えしておきた

いと思います。

○森西正委員長　それでは、ほかにござ

いますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　それでは、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４９分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第３８号、議案第３９号及び議案

第４９号の審査を行います。

　本３件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　ございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　国保と老健の特別会計

の補正予算というところで、同じ償還金

ということなので、同じ質問を国保と老

健と一緒にと思うんです。というのが、

今さらながらという質問だと思うんです

が、償還金が、これ昨年より多いのか、

少ないかというか、この間の傾向という

か、ふえているというか、減っていると

いうか、そういったことを分析していた

だいているかどうかというのをお聞きし

たいと思うんです。

　これは給付が少なかったというので、

上下するのかなと思うんですけれども、

給付が予算を上回れば足りないというよ

うなことがあるのかというようなことと

か、この市の予算とかかわりなく、国庫

補助のほうが決定されるというようなこ

とがあるのか、その辺の基本的なことな

んですが、教えていただきたいと思いま

す。

　それから、議案第４９号なんですが、

これが非常に難しくて、いろいろ調べさ

せてもらったんですけれども、「条約」

が「条約等」と変わったというだけで片

づくのかどうかというのがわからなくて、

元のこの租税条約というのを調べたんで

すが、税金の条約なんですけれども、特

に、外国人の方が日本に住まわれていて、

国民健康保険料なんかも払われるという

ことで、これまでは税金は住民税と所得

税ということで、国民健康保険税になっ

ているところでも満額、外国人の方は条

約を適用せずに、いただいていたという

ようなことらしいんですけれども、こう

いうのがもし変わるということであれば、

これまた大変な話なのかなと思っており

まして、引用される条約ですとか、これ

を知らないと、条約違反というようなこ

とをしてしまうおそれがあるのかと思い

ますので、この租税条約、これ元になる

条約について、教えていただきたいと思っ

ております。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　まず償還金につい

てでございますが、療養給付費交付金と

－26－



老健の精算金の２点でございます。

　療養給付費交付金、この制度につきま

しては、一般被保険者と退職被保険者等

という区分がありまして、被用者保険の

被保険者が高齢になりますと、退職され

て、市町村国保に加入するということで、

市町村国保の財政負担が重くなるという

ことから、退職高齢者の医療については、

退職高齢者の保険料と被用者保険からの

療養給付交付金で賄うということとされ

ております。

　ところが、この制度は平成２０年度か

ら前期高齢者の医療に係る財政調整措置

が設けられたことにより、廃止をされて

おりまして、現在は経過措置として、平

成２６年度末までにおける６５歳未満の

退職被保険者の方を対象として存続され

ることとなっております。

　そのような経過の中で、平成２０年度

につきましては、被保険者、退職被保険

者等が大幅に減少するということが起こ

りました。制度の廃止に伴いまして。そ

れで、そのときに、基金の見込みが減ら

し過ぎになって、交付不足が生じたとい

うことでございます。

　２１年度には、２０年度の赤字分の精

算金として、１億３，５９９万円が収入

されることとなったんですけれども、２

１年度は逆に２０年度が減らし過ぎとい

うことになったので、今度は絞らなかっ

たために、逆に過交付となったものでご

ざいます。

　この間の推移ということでございます

けれども、退職者の保険料の還付金等も

合わせた負担の総額を見ますと、１８年

度が２２億２，５７７万円であったもの

が、１９年度は２４億６３０万円と、２

０億台で推移しておりましたものが、２

０年度の廃止に伴いまして、負担総額が

７億１，７１２万円、２１年度はさらに

減りまして、４億６，６４４万円という

ふうになっております。

　その中で、収入でございますね、退職

分の保険料や還付未済額、その他、補て

ん分とか振替分とかいろいろあるんです

けれども、１８年度が６億６，０６９万

円、１９年度は７億５９３万円と、６億

から７億台で推移しておりましたけれど

も、先ほども申し上げましたように、退

職被保数が大幅に減少しましたので、２

０年度は約１億９，５３４万円で、２１

年度は１億８，０７３万円となる見込み

でございます。

　そういったことで、制度の廃止に伴う

経過措置に伴って、今まで２０億台で推

移しておりました負担が７億になり、４

億６，０００万円になりということで、

そういった急激な変化に伴って、そういっ

た基金の見込みが大幅に狂ったというふ

うに考えております。

　その結果といたしまして、先ほど申し

上げましたように、２０年度は交付不足

が生じて１億３，５９８万９，０００円

の交付があり、逆に２１年度はもらい過

ぎとなったために、１億６，１２９万７，

０００円の返還を見込んで補正をさせて

いただいたという次第でございます。

　それから、老健の精算金のほうでござ

いますけれども、２０年度で老健制度が

廃止になりまして、２１年度はほとんど

医療費が支出されておりません。２１年

度の実績を見ますと、現物給付が年間を

通して３４４万８，６００円で、それか

ら過誤調整金を引きまして、最終的には

現物給付が１０３万６２３円というふう

になっております。それと現金給付が３

万３，５８６円です。

　今回、補正の大きな原因となりました

のが、過年度に第三者行為としてあった

分が、２１年度の末に収納されてまいり
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まして、その分が４９７万１，３６３円

の収入がございました。この分を精算し

て、返還をさせていただくというのが、

今回の補正の内容でございます。

　２３年３月末で、老健特会は閉鎖の予

定でございますので、２３年度は老健特

会での支出はございませんが、月遅れ請

求等があった場合は、一般会計で処理を

させていただくこともあるかもしれない

ということになっております。

　それから、議案第４９号の租税条約の

件についてでございます。

　今回の改正で、平成２２年法律第６号

所得税法等の一部を改正する法律の一部

が平成２２年６月１日から施行されるこ

とに伴いまして、国民健康保険条例中の

引用法令の題名変更を行わせていただく

ことになったものでございます。

　内容としましては、先ほど山崎委員が

危惧されておられたような国民健康保険

料の算定の基礎となる所得に関しては影

響はないものでございます。

　租税条約等の内容でございますが、今

回の改正で改正法の第２条第２号に租税

条約等の定義規定が置かれました。その

規定によりますと、「租税条約等」と申

しますのは、「租税条約及び租税条約情

報交換協定（租税条約以外の我が国が締

結した国際約束で、租税の賦課、または

徴収に関する情報を相互に提供すること

を定める規定を有するものをいう。）」

となっておりまして、租税条約等とは、

具体的にはこの租税情報交換協定を指す

ものでございます。

　ですから、先ほど危惧されておられた

ような外国人の方の国保料が変更になる

ということは全くございません。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　償還金のこと、非常に

複雑な制度で、大まかに今言われたよう

に、昨年度と今年度というか、一昨年度

と、そういった形での出入りがあってと

いうことなんですけれども、国保のほう

はね。これを見て、全然影響がなかった

かということではないと思うんです。給

付の量が、ふえたか、へったかというよ

うなことも関係はあるとかと思うんです

けれども、そういったことよりも、そう

いった大きな調整のほうが非常に大きかっ

たのかなと思っております。

　老健のほうも、そういった意味で、第

三者行為というか、保険のほうが別のお

手当というか、損害賠償ですか、それが

返ってきているというような形の戻しと

いうことになってくるのかなと思ってお

ります。

　条約のほうなんですけれども、情報交

換の分が入るということでありましたら、

これは国保料というか、国保云々という

こととは、恐らく、だからこれまでも関

係なかったということですから、関係な

いと思うんですけれども、租税条約とい

うのは、それこそ外国人の方が日本で国

民健康保険に入れます。入っても、いろ

んな税法上に外国で払った分を取引ね、

二重払いになるとか、税逃れとかができ

ないような条約の取り決めなんですよね。

　その情報交換云々というのが入ると、

恐らく対象国が広がるんだと思うんです。

今４５の条約を結んでおられまして、５

５の国、これ旧のソ連の条約そのまま生

きていて、国が広がっているというよう

なことらしいんですけれども、そういっ

た情報交換、これはだから、国保とは恐

らくほとんど関係ないと思うんですけれ

ども、市民税とか住民税とかの関係でい

うと、外国で税金を払っておられる方が、

日本の国の税金の減免ができるとかいう

ような話になってくるのかなと思ってお

りますので、この辺が知らなかったでは
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済まされない部分があったりもするのか

なと思って、一生懸命調べたんですけれ

ども、なかなか出てこなかったもので、

教えていただきました。

　税法上の条約ということであれば、国

保関係でいうと、国保税にした部分で、

全然関係ないというわけでもまたないの

かなと。でなければ、この条文が必要な

いのかなという気がするんですけれども、

その辺で、この条文が規定してある本質

というか、どういった条文の取り扱いと

いうことになるのか、もう一度答弁をお

願いできればと思います。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　まず山崎委員のご

質問で２点あったと思うんですけれども、

１点目は、その外国の外国源泉所得との

調整というふうなことをおっしゃられて

いたのではないかなと思うんですけれど

も、地方税法で申しますと、外国源泉税

額というのは、外国での源泉所得という

のは、通常対象外になっておりました。

この条約が有効になっているのは、日本

の居住者の方が支払いを受ける利子とか

配当とか、そういったものが主に対象と

なっております。

　ですから、例えば、外国の株式を持っ

ている方、あるいは、外国にお金を預け

て、その利息をもらっておられるような

方は、日本の地方税の総所得金額等に算

入はされるということになっております。

　それともう１点、租税条約の話なんで

すけれども、今回改正、先ほど申し上げ

ましたように、租税情報の交換協定を指

すものということで、お答えをさせてい

ただいたと思うんですけれども、このそ

もそもの目的というのが、近年リーマン

ショックを初めとするその金融危機が背

景にありまして、一連の国際会議におき

まして、その税に関する当局間の情報交

換の重要性が認識され、各国において情

報交換のため、租税条約等を積極的に締

結する動きが加速されており、それで、

このような国際的な流れを受けまして、

我が国としても、租税条約や行政取り決

めの締結によりまして、情報交換ネット

ワークを迅速に拡充するとともに、より

効率的かつ円滑に情報交換を実施してい

くために、外国への情報提供の根拠規定

を整備する必要が生じてまいりました。

　そこで、今回の改正によりまして、外

国税務当局との情報交換に関し、租税条

約や行政取り決めの締結によって、情報

交換ネットワークを迅速に拡充するとと

もに、情報提供等守秘義務の環境を整理

することによって、一層効率的、かつ円

滑に情報交換を実施していくために、租

税条約等に定めるところにより、当該租

税条約等の相手国の税務当局に対し、租

税に関する情報の提供を行うことができ

る旨の規定を創設したということになっ

ておりますので、地方税にとりましては、

ほとんど関係ないようなところで変わっ

ておりまして、ただ、先ほど申し上げま

したように、利子配当の課税をしており

ます関係で、その元になっておりますこ

の租税条約の名前が変わったということ

で、引用する法律の題名を変更させてい

ただいたというふうに聞いておりますの

で、よろしくお願いします。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　余り関係ないことと言っ

ておられましたけれども、だから関係な

いことは恐らく、ないんじゃないかと。

だから、要するに、外国株なんかでたく

さんもうけてはる人は国保で入る方なん

かは、しっかり申告もしてもらって、保

険料もいただきなさいよという話になる

んじゃないかと思うんですけれども、こ

の間ずっと条約を見てたら、しょっちゅ
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ういろんな条約、それこそ、リーマンの

あれも影響もあるんでしょうけれども、

条約そのものがいろいろ変えられている

んですね。

　そんなんでちょっと疎漏のないように

というか、いただけるところからはしっ

かりいただけるというようなことをして

いかないかんのかなと思っておりました。

　なかなかこの償還金が多かったか、少

なかったかというのを、ちょっと私も結

局よく精査はできてないんですけれども、

国庫補助とか、だからそういう意味では、

私も一番最初に聞いたんですけれども、

国保会計そのものの多寡というか、推移

というか、関係なく決められるというか、

予測というかね、償還金というか、赤字

の補てん分になったり、償還になったり

ということが起きるということは、国の

ほうのそういう共同事業とか、交付金の

額というのは、先に決まってくるんです

か。それについてご答弁をお願いします。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　ものにもよるんで

すけれども、基本的には、概算拠出金等

が最初に決まりまして、２年後に精算を

するという形のものが大変多いです。そ

の場合、概算交付金、あるいは概算拠出

金の額は、これはあくまでも予算額で決

まってまいりまして、翌々年度にそれを

精算いたします。

　ただ、療養給付費交付金につきまして

は、前年度の決算を見て、足らずの分を

被用者保険の側からいただくという形に

なっております。療養給付負担金のほう

も、こちらのほうは今、積算作業をして

いますので、精算の計算ができれば、返

還になるのか、あるいは交付になるのか

ということで、補正のほうをお願いをい

たすことがあるかもしれません。

　それと今回、２２年度の当初予算で非

常に大きな問題になりました共同事業に

つきましては、過去３年間の実績をもと

に拠出金が計算されてまいってまいりま

す。ですから、いろんな拠出金や交付金、

負担金があるんですけれども、そのもの

によって、いつが基準になっているかと

いうのが、それぞれ異なっております。

　きょうはその決算の資料を持っており

ませんので、詳しくはご説明はできかね

るんですけれども、今申し上げたように、

療養給付費交付金については、前年度の

分をこの時期に精算をしているというこ

とでございます。よろしくお願いします。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　だから、そういう意味

で必要な措置だと思うんですけれども、

予算と決算を非常に近づけるということ

ができれば、この部分は非常に小さくな

るというふうに考えたらよろしいですか。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　今ご質問の退職者

医療に係る療養給付費交付金と、それか

ら国庫の負担金とがあるわけですが、こ

こらあたりについては、毎月事業実施の

中で、月報を厚労省のほうに送っており

ますし、また、交付金に絡んで診療報酬

の支払い基金に実績を送っているわけで

す。それで、それぞれの実績に基づいて、

第一四半期、第二四半期、第三四半期と

いうような形で、交付を打っていきまし

て、お支払いをいただくというような、

大体流れになっているわけですが、その

中で、いわゆる年度末部分については、

見込みで、いわゆる年度途中までの推移

を見て、過去の年間の医療費のかかり方、

これで残りの部分を推計して、お支払い

していくというのが原則でございます。

　ただし、これをやると、言うほど実は

乖離が出ない形に本来はなるわけですが、

もう一つのファクターとしては、例えば、
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交付金であれば、診療報酬の支払い基金

の資金ぐりの状態、国庫負担金であれば、

いわゆる国のほうでの資金ぐりの状態、

ここらあたりが一定どうも影響している

ような印象を受けるような交付状態にな

りまして、資金が逼迫してくると、要は

見込みよりも交付率は下がってきて、下

がった分が翌年の追加交付という形で現

年が未払いで、翌年に精算するというよ

うな形になりますし、ある程度資金的な

余裕があると、交付率を上げてくる。

　そうなると、過払い状態になるという

傾向がございまして、ですから、原則と

しては、本来はほぼ年度末段階でとんと

んというのが本来の形なんですが、もう

一方のファクターとの兼ね合いの中で、

過払い、未払いというのが現実生じてお

りまして、私も国保の運営の中では、本

来的には過払い、未払いというようなこ

とは、極力少ないほうが具体に見通しを

持った中で、国保運営を行えますので、

そういうことが一番望ましいというよう

な考え方をしておりますが、仕組みとし

ては、そういう中で、実際国保運営をさ

れているというような現状でございます

ので、ご理解をお願いしたいというふう

に思います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ以上で、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時２５分　休憩）

（午後１時２６分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４８号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　それでは、質疑なしと

認め、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時２７分　休憩）

（午後１時３０分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第３７号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。
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　議案第４８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後１時３２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 西 　 正

民生常任委員  上 村 高 義

－32－


